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1

　「友好的大国としての中国の確立」は、第二次世界大戦中、アメリカが「日本の駆逐」

とともに掲げた太平洋方面におけるもう一つの戦争目的であった。そして、実際に、「よ

り強力で統一され、より民主的で近代化された中国」の確立を目指し、中国に対して様々

な軍事援助、経済援助を行っていた’。

　だが、この目的は、1943年頃から、次第に絶望的なものとなっていった。アメリカの

懸命な努力にも関わらず、蒋政権の腐敗と戦闘能力の欠如、中国共産党の台頭、国民政

府と共産党の対立といった状況に、もはや安定的大国としての中国を期待することは不

可能だったのである2。

　それは、アメリカにとっては極めて深刻な事態であった。

　第一に、もし、中国が日本に屈するようなことがあれば、アジア諸国は一挙に日本側

になびきかねず、そうなればアメリカが太平洋戦線で窮地に追い込まれることは必定

だったからである3。

　また、第二に、日本を破った場合には、今度は、日本陸軍の中国大陸からの撤退によっ

て生じる軍事的空白と勢力的不均衡が、戦後のアジアに新たな戦争の脅威をもたらしか

ねなかったからである。特にソ連の動向が懸念され、満州、朝鮮半島にソ連の勢力が拡

大した場合には、多大な犠牲によって勝ち取った対日戦勝利が水泡に帰す可能性があっ

たのである4。

　アメリカには従来とはまったく異なった新たな対応が迫られていた。しかし、日本が

一掃されたアジアで秩序維持の担い手と頼む国は中国をおいてはありえなかった。その

結果、ルーズベルト政権や初期のトルーマン政権は、そうしたジレンマに苦しみつつ、

失望や不安の中で中国に対する支援を続けざるをえなかったのである5。

　ところが、ホワイトハウスがアジアにおいて頼むべきは中国以外にないと考え、それ

故に中国問題に苦しんでいた、まさにそのとき、戦後の対日政策及びアジア政策の形成

に中心的役割を果たした国務省の政策担当者の中には、こうしたホワイトハウスとは全
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く別の方向を探るものたちが存在していた。彼らは、アメリカが駆逐した敵国の日本を

アジアにおけるもっとも重要な国家として再建し、最も信頼できるパートナーにしよう

と考えていた6。

　とりわけ対日占領政策の基本構想をまとめた国務省の政策担当者は一様に、1930年か

ら1940年代に見られた日本の攻撃性を本来の姿からの一時的な逸脱ととらえていた。し

かも、彼らは、日本国内において親米英派の政治家がなおもリベラル勢力として力を持っ

ていると確信していた。そして、一部の軍国主義的勢力を一掃するならば、日本は本来

の姿に立ち戻り、アメリカにとってもっとも良き同盟国になりうると考えていた。それ

ゆえに、彼らにとって、教育と規律をもった労働力の豊富な日本に対する占領は、日本

の再建と国際社会への復帰のためでなくてはならなかったのである7。

　こうした彼らの戦後の対日政策に関する論議は、1943年半ばには、日本を早期に国際

社会に復帰させるという原則に収敏され、1944年3月、国務省戦後計画委員会は報告書

をまとめ、アメリカとしてはほぼ単独で日本を占領することが望ましく、名目上は連合

国が参加するとしても、如何なる地域分割をも許すべきではないと勧告し、占領を展開

する上で、アメリカ主導という性格を損なうべきではないと主張したのである。また同

報告書は、日本政府を行政上の目的で利用すること、少なくとも一定期間、天皇を在位

させること、更に、日本の非武装、民主化、経済再建が達成されるならば、日本は再び

アジア太平洋共同体の一員となることが許されようとも述べていたのである8。

　そして、戦後の対日戦略に関する国務省戦後計画委員会の構想は、その動機こそ別で

はあったが、当時、前線にあって日本と死闘を繰り広げていた陸海軍によっても次第に

共有されるところとなっていったのである。

　以下では、第2次世界大戦中のアメリカ軍部内における戦後の対日政策及びアジア戦

略に関する議論の変遷をたどり、それらが戦後の対日政策やアジア戦略に及ぼした影響

を探ることとする。

2

　戦後の対日政策あるいは対日占領政策について、終始、主導的役割を果たしたのは国

務省である。国務省内では非公式ながら特別調査部による戦後講和のあり方が戦争勃発

以前から話しあわれ、更に対日占領政策の準備と計画策定も日米開戦直後の1942年2月

から開始されている。

　翌1943年、実際に占領行政を担当する陸軍省及び海軍省もその準備に着手するが、対

日政策及び対アジア戦略の基本構想形成にあたっては、やはり国務省が主導的役割を果

たしており、陸海軍両省ともに1944年まで戦後対日政策に関する明確な方針を持った形
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跡は伺えない。

　そこには伝統的に軍は政策決定過程から隔絶するという、当時のアメリカ政治の特徴

が反映していた9。だが、それ以外にも次のような事情があった。

　陸軍の場合、日本は長らく本質的に仮想敵国ではなかった1°。アメリカ陸軍は、戦前、

日本陸軍の目標がソ連にあると観測しており、アメリカ陸軍が中国やアメリカ領土をめ

ぐって日本と戦争することは考えられず、戦前の日本に対する印象も決して悪いもので

はなかった。

　そのため日本陸軍についての軍事情報は必ずしも十分ではなく、部内にこれといった

日本専門家を見いだすこともできず、戦後の対日政策を考えようにも、アメリカ陸軍は、

政策立案の具体的な手立てを著しく欠いていたのである。

　一方、海軍の場合は、日本を最大の仮想敵国と明確に規定していた。しかも、単なる

名目ではなく、アメリカ海軍と日本海軍との戦争が将来的に不可避であると信じられて

いたのである。このため、彼らは、オレンジ計画と呼ばれる対日戦争計画を策定し、数

次の改訂を重ねていた。だが、1930年代のアメリカ海軍の勢力は制限されており、対日

戦争になった場合に予想される不断の消耗戦と進撃路の長距離を考えると、その実施は

現実的には不可能と考えられていたのである。

　なお、この時期のオレンジ計画は「海軍省が予算上の目的と議会説得のため、海軍拡

張の要求を最大限に正当化しようとの意図」が込められていたとも言われている。しか

も1938年11月のミュンヘン協定以降、海軍計画は日独伊＝枢軸国に対する総合戦略と

して再編成され、1939年6月には、ヨーロッパ第一主義が採用されたことから、大西洋

での積極策と太平洋での守勢の構えに方針の変更がなされていた11。

　また終戦後、海軍が担うべき役割は、太平洋でのプレゼンス維持と太平洋諸島の管理

とされたこともあり、アメリカ海軍にとって戦後の対日政策やアジア戦略について検討

する必然性はきわめて乏しいものとなっていた。

　このような事情から、陸海軍はともに、戦後における対日方針について明確な方向性

を持っていなかった。

　しかしながら、敵国日本の将来について、陸海軍が強い関心を抱かないはずは無かっ

た。アメリカ陸海軍にとって日本は、ドイッ以上にやっかいな敵であった。開戦時にお

けるアメリカ太平洋艦隊の壊滅的打撃やアメリカ陸軍のフィリピンからの屈辱的撤退は、

アメリカ政府及び陸海軍にとっては予想以上の衝撃的出来事であり、その後の戦闘も熾

烈を極めていた。そのため、たとえ日本軍を撃破し、日本を占領できたとしても、そこ

にいたるまでには多くの玉砕攻撃や特攻攻撃を経験するだろうと彼らは覚悟していた。

しかも、日本軍は「だまし討ち」という卑劣な手段を持って自軍を攻撃した、軽蔑すべ
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き、許しがたい敵と考えられていた。その結果、軍部内には、当然、対日戦後処理につ

いての強硬論が広く存在しており、日本人の大量抹殺を強く主張するものさえいた12。

　だが、日本を早期に降伏に導き、占領を効果的に遂行するには、日本や日本人につい

ての客観的事実に基づく正確な認識が必要でもあった。事実、日本及び日本人を冷静か

つ客観的に知ろうとする取り組みが陸海軍内で行われていた。特に日本占領の担当が決

まっていた陸軍では、戦後の日本のあり方についての真剣な模索がなされていた。占領

の具体的計画の策定を担当したのは、陸軍省民事部（CAD）であったが、そこでの占領

計画の策定を通じて、陸軍内には次第に新たな日本人のイメージが形成されていったの

である。

　そのうえ冒頭で紹介したような中国への期待の喪失や、対ソ関係の変化など、日本の

駆逐だけではすまされない事態が進行したことで、対日論調は陸軍のみならず軍部内全

体においても大きく変化していくこととなったのである。

3

　1943年3月、スティムソン陸軍長官は、占領統治にむけた本格的準備を行うため、陸

軍省内に、民事部（CAD）の設置を決定した。民事部（CAD）の任務は、陸軍長官に

「軍事作戦の結果として占領された地域における純軍事事項以外のすべての陸軍省管轄

問題」についての助言を行うこととされ、部長にはジョン・H・ヒルドリング少将が任

命された13。

　更に、民事部には、民事に関わる軍部と政府諸機関との連絡調整という重要任務も与

えられ、その活動は作戦部によって監督されることとなった14。

　軍政問題について計画策定、政策形成、調整の一切を担うCADは、現地司令官の上

位に位置づけられ、CADが占領の準備を行い、占領の基本方針と必要な部隊及び装備

資材を提供するのに対し、現地司令官はその政策の具体的執行について全権を与えられ、

かつ全責任を負うという関係であった’5。

　一方、海軍省内にも民事問題を扱う機関として作戦部占領地域課が設置され、課長に

は対日強硬論者のペンス大佐が着任していた。だが、1943年4月、統合参謀本部（JCS）

は、陸軍省民事部を「ほとんどすべての占領地域において」民事政策を推進する機関で

あると決定したため、海軍作戦部占領地域課はCADを優位に置きながら密接に協力す

る機関となったのである16。

　1943年7月、ヒルドリングは、日本に対する軍政計画の策定開始を指示する。これを

受けて、翌月、バージニア州シャーロッツビルの陸軍軍政学校との合同による極東プロ

ジェクトが発足。10月にはアメリカ軍最初の対日占領政策案となる「日本軍政に関する

一90一



日米戦争期における米軍部内の戦後対日政策論議に関する考察

指令案」が提出され、日本占領を米英軍が担うこと、最高権力をアメリカ軍司令官が掌

握すること、天皇、皇族を含め日本の政治指導者は広範囲にわたって逮捕・拘禁される

が、占領行政を進めるにあたり日本の公務員を随意に利用し、既存の裁判所や警察署は

存続すること、などが述べられていた’7。そこには軍政をできるだけ混乱なく実施する

上で必要な、実際的観点が貫かれており、このような陸軍の姿勢はその後も変わらず、

陸軍は一貫して実際的観点からの対日占領政策を主張しつづけたのである。

　陸軍がこのような現実的姿勢をとった理由は、当時、陸軍将兵が占領統治に関する訓

練を受けておらず、混乱をできるだけ避け、効果的に占領行政を実施するためには、軍

事占領に関する国際法の遵守と、現地の行政官、法律、慣習をできる限り活用すること

が強く求められていたからであった18。

　アメリカ陸軍が国内外の地域において占領、軍政を行った例は、過去にも何度かあっ

た。例えばアメリカがルイジアナ、フロリダ、ニューメキシコ、カリフォルニアといっ

た新たな領土を獲得するたびに、それらの地域では陸軍による占領及び軍政が実施され、

南北戦争ではテネシー州が陸軍による軍政のもとに置かれたこともあった。一方、国外

においてもアメリカ陸軍はフィリピン統治、第一次世界大戦後のラインランド占領など

を経験していた。

　こうした経験にも関わらず陸軍将兵は占領統治に関して特別な訓練を受けていなかっ

た。そこで、1940年、第一次世界大戦後のラインランド占領の経験を基礎に「軍事占領

と軍事機構に関する現地マニュアル」が作成されることとなった。このマニュアルによ

れば、占領の目的は戦闘を迅速かつ順調に完了するために地域の諸問題を統制管理し、

できるだけ混乱を避けることであるとされ、また、軍政については、軍事占領に関する

国際法を遵守するように義務づけられていた’9。

　また「軍政及び民事に関する陸海軍マニュアル」には、主要任務として「秩序維持、

占領軍の安全の促進、軍事作戦への妨害の防止、積極的・消極的破壊活動の軽減、戦闘

部隊の民事行政からの解放、軍事目的のための現地資源の動員・調達、あらかじめ決定

されたアメリカ政府の政策の実施」が示され、そのほとんどは地域の実情にあわせて実

施されることが明記されていた。こうしたことから陸軍では占領行政の計画策定にあたっ

て、現地の行政官、法律、慣習をできる限り活用することが前提とされたのである2°。

　また現実的観点からしても、日本占領中に、日本の政府機構や法律の重要な変更を行っ

たり、いたずらにアメリカの法律を強制することは、占領政策を妨げ、暴動を引き起こ

しかねないと考えられた。しかも、日本政府全体を動かすのに充分な数の日本語能力を

もった陸軍将校を動員することも不可能であった。そのため、日本占領にあたって日本

の行政機関や行政官を活用することが不可避と考えられたのである。このような日本の

一91一



学習院女子大学紀要　第3号

行政官による協力の必要性は、それまで、大胆な日本改造を旨とする軍部内の根強い強

硬論を大きく後退させる要因ともなっていったと思われる。

　CADは日本占領計画の具体的な策定にあたって他省庁に密接な協力を仰がねばなら

なかった。CADにはこれといった日本についての専門家がいなかった。このため必要

な事実情報の多くを戦略情報局（OSS）の研究分析課に頼った21。

　またヒルドリングはルーズベルトに指示され、政治的助言を国務省に求め、1944年2月、

膨大な質問表を国務省に送った。これをきっかけに国務省と陸軍との間には実質的な協

働関係が生まれた。もちろん国務省は占領行政の政治決定に参画していなかったが、国

務省の助言・勧告は、陸軍の日本占領政策を形成する上での基本的指針を提供し、国務

省の考えはCADとの意見交換を通じて陸軍の決定にも少なからぬ影響をもたらしたの

である。

　CADが発した国務省への質問は基本的かつ核心的なものを多く含むものであった。た

とえば、CADは、連合国、もしくはアメリカ単独で占領を行った場合、占領政策の性

格はどうなるのか、すなわち、報復的なものか、穏健なものか、あるいは賠償確保を主

たる目的とするのかを質問した。また、戦争終結と占領政策の開始までの短期間に彼ら

が処理しなければならない事柄に影響を及ぼすような、長期的な戦後政策をアメリカ政

府が持っているかどうかについても尋ねた。これらの質問に答えることで、国務省の役

割は単なる助言者としての域を超え、議題を設定する上できわめて重要な影響力をもつ

ものとなったのである。

　また質問には特に日本に関するものが多く含まれていた。これらの質問は、陸軍が抱

く軍政一般についての不安を反映していたと考えられる。そこには、日本全土を占領す

るのかどうか。その場合は、どのような占領方法をとるのか。占領に参加する国はどこ

か。占領は分割によるのか。連合国によって構成される単一の最高理事会によるものな

のか、といった疑問が含まれていた。

　また占領の性格の曖昧さ（報復的か、寛大か）を反映して、解散させるべき政党はあ

るのか、無効にすべき法律はあるのか、信教の自由については認めてよいのか、天皇を

退位させるべきかといった、きわめて重要な判断を伴う質問も含まれていた。

　更に、ソ連の南樺太に対する関心がその地域の管理の性格と程度に影響を与えること

となるのか、ソ連参戦の場合、ソ連は樺太に特殊かつ排他的な利益を持つことになるの

か、といった疑問もCADは国務省にぶつけていたのである22。

　こうした広範な疑問に、国務省は早急に返答しなくてはならなかった。このことをきっ

かけとして、それまで内部的に行われていた国務省内の議論は、国務省の政策として表

舞台へと登場することとなり、しかも議論に一層の拍車がかけられることとなったので
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ある。

　陸軍への返答は、国務省の正式な基本姿勢を意味するため、国務省の最高レベル会議

である戦後計画委員会（PWC）の討議に付さなくてはならなかった。また、陸軍からの

質問状は、それまでヨーロッパ方面や国際組織問題に忙殺されていた国務省に、対日占

領政策の包括的検討の機会を提供した。

　1944年春という早い時期に対日占領政策の包括的検討が開始されたことは、まさしく

CADによって生み出された陸軍の圧力なくしては考えられなかったのである。

　この成果は、前述した、1944年3月の国務省戦後計画委員会報告書にまとめられた。

そこでは、占領方式について、アメリカによる実質的な単独占領、地域分割の排除、ア

メリカ主導の原則等が勧告され、行政上の目的による日本政府の活用、少なくとも一定

期間、天皇を在位させることが明確化されていた。更に、日本の非武装、民主化、経済

再建が達成されるならば、日本は再びアジア太平洋共同体の一一一・員となることが許される

であろうと述べられていたのである23。

　国務省内の議論に関する検討は必ずしも本稿の目的ではないが、CADの質問を通じて

形成された国務省と陸軍との密接な協働関係は、その後の陸軍における対日政策論議、

更にはアメリカ軍全体の戦後対日政策の方向性を大きく決定していった点で注目される

べきである。

　CADが戦後の日本に対する軍政計画を策定している間、陸軍の他の部局は当然のこ

とながら対日戦勝利のために全精力を傾けていた。

　アメリカ陸軍は、「日本人の狂気」はアメリカ兵の犠牲を大きくするばかりか、一般市

民を含む日本人全体の死傷者をも増大させると予想していた。特に、日本本土への進攻

に際しては、アメリカ将兵に大量の犠牲者を出し、占領期においてもゲリラによって占

領行政が妨げられると考えられた。それほど、対日戦争はアメリカにとって過酷な戦い

であった。

　アメリカの軍人、市民にとって日本の強さは意外というより異常だった。1943年、わ

ずか3平方マイルにみたないタラワ島一つを攻略するのに、アメリカ陸軍は、三日間で

実に1000人の死者と2000人の負傷者を出していた。また1944年、サイパンでは14000

人のアメリカ将兵と30000人の日本将兵が死亡していた。

　アメリカ陸軍にとって、フィリピンの屈辱と、このような過酷な戦闘体験は、日本に

対する憎しみをいやが上にも高めていた。こうした傾向は、陸軍のみならずアメリカ軍

全体にも共有されており、中には、ハリー・ペンス海軍大佐のように、海軍部内の世論

を代弁して、日本の勢力をほぼ完全に抹殺することを主張するものさえいた24。

　だが、そうした極論は必ずしも軍指導部全体の共有するところではなく、多くは日本
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再建に合意していた。戦後も何らかの形で日本が残る以上、長期にわたって日本を軍事

的、経済的に弱体化するより、アジア太平洋の安全を脅かさない日本を想定することが、

より実際的な可能性として考慮されたからである。

　抑圧的な方策が永続すると考えることは非現実的であった。極度の制約や報復はか

えって日本人の敵憔心を高めるだけであり、抑圧すればするほど将来の日本の再武装化

や反米闘争を引き出しかねない。したがって、ある程度、穏健な施策によって、日本が

非侵略的国家として世界平和に寄与する可能性を残すべきだとされたのである25。

　何度も強調するように、アメリカ政府およびアメリカ国民の日本に対する敵意は非常

に強固なものであった。だが、現実論の立場から、国務省同様、陸軍省内にも日本変革

の可能性を信じ、かつそれ以外に有効策はないと考えるものがいたということである。

　また、第一次世界大戦当時のウィルソン外交に示された国際協調主義の考えが、第二

次世界大戦中に再び強調されたこととも大きく影響したとの指摘もある26。

　いずれにせよアメリカ軍部もまた対米協調の枠組みに日本を再び舞い戻らせるという、

アメリカ政府の基本的合意に賛成していた。

4

　1944年12月、エドワード・R・ステティニアス国務長官、ヘンリー・スティムソン

陸軍長官、ジェイムズ・V・フォレスタル海軍長官の三人は、対日占領政策を展開する

上での具体的課題やその他の外交的懸案事項の調整を行う必要性から、国務、陸軍、海

軍三省調整委員会（SWNCC）を組織することとなった。この組織は、三つの省の次官

補および各種専門家によって構成され、その任務は、さまざまな政策の策定、調整につ

いて協議することであり、後の国家安全保障会議のように大統領に意見を具申するもの

ではなかったが、スティムソンは、戦後計画に関する混沌とした状態を正しうると期待

していた。

　対日計画を担当したのは三省調整委員会の極東小委員会であった。同小委員会は各省

で作られた計画を調整し、大統領のアウトラインに添った形で大綱をまとめあげること

を任務とした。だが、ルーズベルト大統領は連合国の指導者たちとどのような取り決め

を行っているかを側近にさえ知らせず、大統領の意図はほとんど知り得ないものであっ

た。

　この結果、1944年後半まで、戦後対日政策案の策定は、対独政策とも、また各国の意

図とも無関係に行われた。そして基本的には大西洋憲章やカサブランカ協定の精神が占

領国にも適用されるものと理解されていた27。

　1945年4月、こうしたSWNCCの考えや動きに対して衝撃的な事態が起こった。ルー
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ズベルト大統領の側近で、大統領から戦後ドイッの計画立案を担当するよう促されてい

たモーゲンソー財務長官が「中央権力の剥奪」「重工業の解体」「分割占領区の設定j等

を内容とする非常に過酷な対独占領計画案を、日本にもあてはめるのではないかという

噂が国務省内に広がったのである28。

　もちろん、国務、陸軍、海軍の三省は、モーゲンソーの考えに反対であった。SWNCC

極東小委員会は、「降伏後に於ける米国の初期対日方針」の完成を急ぎ、分割占領とせず

アメリカ単独で支配すること、日本が報復できないよう徹底した非武装化・民主化を断

行すること、経済改革のために日本政府を利用すること、ただし軍需生産は断固廃止す

るが広範囲にわたる重工業の解体には反対、といった内容を提示する29。

　ルーズベルトが急逝したのはまさにその直後であった。政権はトルーマンに引き継が

れ、SWNCC案に反対するとみられたモーゲンソーの影響力は急速に失われた。代わっ

て、スティムソン、グルー、ハリマン、フォレスタルといった人物がトルーマン大統領

の助言者として前面に登場することとなった。彼らは戦後計画について明らかにルーズ

ベルトとは見解を異にするものたちであった。

5

　アメリカ軍における対日政策論議の方向を決定付ける上で大きな影響を与えたと考え

られるもう一つの要因がソ連に対する扱いの問題である。

　彼らは、日本をできるだけ早く打倒することを目指していた。だが、日本打倒によっ

てもたらされる新たな状況がアメリカにとって新たな困難を導きかねないことも承知し

ていた。

　アメリカにとっては日本攻略作戦に中国が頼りにならない以上、島伝いの北上とソ連

による支援を見込む以外に手立てはなかった。もし、中国が日本に屈するようなことが

あれば、アジア諸国は日本を強く支持し、アメリカは勝利さえおぼつかなくなる。そこ

で太平洋諸島を掌握したアメリカが徹底した空爆と海上封鎖により最終的に日本本土に

侵攻し、同時にソ連軍が東北アジアにいるほとんど無傷の日本陸軍を撃破するという構

想が浮かび上がっていた。だが、ソ連が参戦することで、モスクワの影響力が東北アジ

アに伸張することは避けられないとアメリカの指導者は見ていた3°。

　この点についての懸念はルーズベルトも同じだった。だがその対処法についてはルー

ズベルト、国務省、陸軍のそれぞれの見解は異なっていた。

　ルーズベルトは、ソ連の中国国民党支持を取り付けるために、満州についてソ連に譲

歩し、共産主義の影響力の拡大に一定の歯止めをかけようと考えていた。いわば中国国

民党の政権基盤を強化することでソ連の影響力を抑制しようとしたのである31。
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　これに対して、国務省は、ヤルタ合意そのものを捨て、ソ連参戦を遅らせるべきであ

ると考えていた。グルーがスティムソンに送った5月12日付の書簡によれば、グルーは

巧みな戦闘と外交手段を駆使することで日本も降伏させることができると考えていた。

むしろ無条件降伏に執着して戦争を長引かせるならば、中国国民党は危機に瀕し、ソ連

の日本侵入の危険性も生じ、そうなれば日本に対する取り扱いに関して長期的悪影響を

及ぼすことになると主張し、ヤルタ合意を前提とした戦略を変更するよう陸・海軍省お

よび大統領に求めたのである32。

　グルーの主張はまったく根拠のないことではなかった。戦略情報局（OSS）からホワ

イトハウスに送られた報告によれば、日本の穏健派は、グルー提案の中に取引可能な事

項が含まれていると信じ、ソ連による攻撃の前に米英との和平交渉を開始したい意向で

あることが示されていたからであるSS。

　だからこそ、ソ連参戦前に日本との和平交渉が開始されれば、戦後の東アジア情勢に

深刻な事態を招きかねないソ連の参戦を阻止しうるとグルーは考えていた。

　一方、軍部もルーズベルトのような考えには反対の立場をとった。だが、軍部は国務

省とも異なった見解を持っていた。軍部は、ソ連の参戦は、約束や取引や妥協とは無関

係の不可避的なものであり、チャンスがあればソ連はいつでも参戦すると見ていた。こ

の場合、アメリカ側から妥協や取引を行うことはかえってアメリカの弱みを見せること

になり、かえってソ連参戦の可能性を高めることになりかねない。むしろ、アメリカと

してはソ連に一刻も早く参戦するよう要求すべきであり、そうすれば逆にソ連は参戦で

きないと考えていた。

　例えば、1945年2月、マッカーサーは、ソ連が「満州、朝鮮、更に可能ならば華北の

一部をも望んでおり、この領土獲得は避けられない。むしろアメリカはソ連に対して、

できるだけ早く満州の日本軍を完全に釘付けにするよう応分の要求をすべきだ」と陸軍

省の幕僚に語り、「もし、ソ連が東北アジアに60個師団を投入すれば、アメリカ軍は一

層容易に日本本土を攻略できる。だが、アメリカ軍による日本攻略は、ソ連がもっとも

望まないことであり、スターリンは東北アジアでの戦闘を回避しようとするだろう」と

の見解を述べていたan。

　また、スティムソンは、先に紹介したグルーの書簡に対して、ソ連は確実に対日戦に

参加するとの考えを示し、交渉による和平とアメリカによる単独占領以外はグルーの考

えに賛成できない旨を伝えた35。ソ連が参戦するのは、ヤルタでの約束や譲歩のためで

はなく、ソ連の利益に適うからであり、したがって、アメリカがソ連の参戦を止めさせ

ようとしてもそれは無駄であるというのである。またスティムソンは、ヤルタ合意はむ

しろソ連の膨張を制限するもので、ソ連との合意をアメリカが破棄すれば、かえって、
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それはソ連に侵略の口実を与えかねないと考えていた。

　陸軍やスティムソンが、このような見解を述べた背景には、何よりも、日本国内のリ

ベラル派が国内の軍国主義的勢力を排除できるという確信を国務省ほどにはもてなかっ

たことである。彼らは、仮に、日本国内でリベラル派が主導権を握るとしても、そのた

めには、アメリカ軍の決定的勝利によって日本国民の日本軍に対する信用を失墜させる

ことが条件になるだろうと考え、「すでに絶望的な日本にとってソ連参戦の衝撃こそが降

伏へと向かう決定的動機になるだろう」との見解を示していた36。

　もちろん彼らもソ連の参戦を望ましいとは思っていなかった。だが、決定的な確信が

持てない以上、ソ連の軍事支援を無視するわけにも行かず、慎重に事態の推移を見つめ

る以外、現実的方法は無かったのである。

　しかも、スティムソンの場合、ソ連への依存という前提を変更しうる可能性を持つ原

子爆弾の完成が目前であるという極秘事項を詳細に知っていたことも、そうした判断の

根拠になったと考えられる。原爆が完成し日本に対して使用されることがあれば、アメ

リカの人的損害をこれ以上増やすことなく、ソ連参戦という政治的負債を抱えることも

なく、日本の降伏を決定的にでき、そうなれば、日本との和平を急ぐことで、アメリカ

はソ連と直接対決することなく、ソ連の野望を打ち砕くことができるのである37。

　ただ、スティムソンは、交渉によって事態の進展を図るべきであるとのグルーの主張

を支持し、かつそれを最も期待していた。7月2日、スティムソンはトルーマン大統領

に一つの計画書を提出した。そこには、硫黄島や沖縄での日本軍による激しい抵抗を考

慮に入れた場合、日本本土への上陸を敢行することは、最終的に150万人のアメリカ将

兵を犠牲にすることになり、この場合、日本をも破滅的状況に陥れ、それは何の目的に

もかなわないことが強調されていた。そして、更に、次のような内容が述べられていた。

　スティムソンは、まず、日本が決して狂信者によって導かれた国ではなく、特筆すべ

き歴史を持ち、わずか50年間で鎖国状態の封建制度から抜け出して列国の一員となった

国であり、1931年に狂信的軍人グループが権力を奪取する以前は信頼しうる大国であっ

たと述べ、目下、リベラル派の優れた指導者が潜伏を余儀なくされているが、こうした

人々をアメリカが擁護することで、日本は諸国民の信頼すべきメンバーとなり、将来の

太平洋共同体における有為なメンバーとして再建できると指摘した。その上で、彼は、

日本軍の解体を条件とする最後通牒の中で、アメリカは大規模な報復を行わないこと、

ひとたび非武装化、民主化がなされれば、日本に平和的な対外貿易への参入が認められ、

現在の天皇の下での立憲君主制も最終的には認める意向であることをも伝えるべきであ

ると勧告し、もし、この条件が、アメリカ本土上陸とソ連の参戦前に提示されれば、日

本に新しいリーダーシップがもたらされるだろうと述べていたのである38。
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　だが事態はスティムソンの期待した方向には進展しなかった。1945年7月16日、ト

ルーマンはスティムソンからニューメキシコ州アラモゴルドでの原爆実験成功のニュー

スを受け取った。原爆の完成によって、ソ連による対日攻撃のリスクを冒す必要は消え、

アメリカの条件の下で日本を降伏させられる可能性が高まったのである。これに対して、

7月17日、ポツダム会談の初日、スターリンは対日参戦の約束を8月初旬に履行すると

誓った。この後、事態は原爆の使用を前提に動き出したのである。

　しかも7月26日に発表されたポツダム宣言には、原爆についての直接的言及が無く、

天皇の地位を保証する件も触れられることはなかった。その結果、スティムソンの期待

した交渉による早期和平の可能性は大きく後退することとなった。

　トルーマンは「ソ連や他の国々を必要としなくなるほどの力と特質を備えた全く新し

い兵器を開発した」と述べ、もはや日本を打倒するのに譲歩も協力も必要がなくなった

と考えたのである39。

6

　原爆の完成によってソ連の力を排除でき日本との妥協も協力も必要なくなったとする

トルーマンの考えとは対照的に、軍首脳は原爆の効果を決して楽観視していなかった。

マーシャル陸軍参謀総長は、7月25日、既に日本上陸作戦を命じていたマッカーサーに

対して戦争の早期終結と日本及び南朝鮮の占領計画を練るよう要請し、必要ならばソ連

勢力の伸張をあらかじめ排除するための電撃的行動を含むと指示していた4°。

　日本の崩壊は目前に迫っていたが、それはとりもなおさずアメリカの同盟勢力である

中国の国民党政権の存続に関わる事態でもあった。もし、ソ連が満州及び朝鮮を支配す

る事態ともなれば、中国及び日本が主要な経済圏を失うことをも意味していたからであ

る。

　8月8日、広島に対する原爆投下の二日後、ソ連軍はアメリカの予想よりも一週間ほ

ど早く参戦し、翌9日、中国外交部長、宋子文に対してソ連の要求に速やかに同意する

こと、同意しなければ中国共産党が満州を支配すると告げた。アメリカの駐ソ大使、ハ

リマンはトルーマンに対してアメリカ軍による東北アジアへの先制上陸を進言する。こ

れを受けて、軍関係者は、ソ連との間で合意されていた北緯38度線以南の朝鮮をアメリ

カが占領する計画を加速させることとなった41。

　一方、グルー及びスティムソンは、8月4日、6日の両日にわたり、トルーマンに対し

て、日本の現政府のかなりの部分を用いて「最小限の時間で日本を復興させる」方向の

計画を認めるよう再度主張した。SWNCCもアメリカ単独による分割なき日本占領を要

求し、トルーマンもこれを承認した42。

一98一



日米戦争期における米軍部内の戦後対日政策論議に関する考察

　8月9日、長崎に二つ目の原爆が投下され、翌10日、日本政府は「天皇の国家統治の

大権」を変更しないことを条件にポツダム宣言の暫定的受諾を通告した。同日、トルー

マンは閣議において日本側と接触する意向を示唆し、理由としてソ連軍師団がはるか満

州まで入り込むことを懸念しているためだと説明した。

　トルーマンは、スターリンが中国領土を奪取するか、中国共産党を｛鬼儲政権に打ち立

てることを懸念し、ポツダム宣言の条件を和らげることが、ソ連の南進を抑止する唯一

の手段であると判断していた。

　閣議中、トルーマンは、もはやソ連の協力を期待しないと発言し、ロシアなしで事を

進める確固たる意思を示したという。トルーマンは、日本政府に対して、天皇が降伏文

書に署名し、発効させ、アメリカ占領軍への従属を誓うのならば、「日本国民が自由に表

明した意思」によって、天皇はその地位にとどまることができると伝えた43。

　同じ頃、ウェデマイヤー連合国軍中国方面司令官は、戦略的重要地域へ向かう共産党

軍の動きを妨げるため、国民党軍とアメリカ軍を北方に移動させることを中国国民党と

ともに検討した。そこには、日本降伏以後は、中国全域の日本軍部隊と共同作戦を展開

する計画が含まれていた44。

　アメリカは明らかに日本との協力を模索し始めていた。

7

　以上に見てきたように、アメリカ軍、とりわけ陸軍における戦後の対日政策に関する

論議は、国務省と同様に、次第に、日本を早期に再建し、いち早く国際社会と復帰させ

ていくとの方向に向かった。そこには、占領実施に際しての現実的判断とともに、東ア

ジア全体における勢力均衡に関する地政学的な判断、具体的にはソ連勢力による極東支

配に対する深刻な懸念があった。

　それは、グルーをはじめとする国務省グループが、日本国内のリベラル派指導者に対

して抱いた信頼を基礎に、政治、経済システムの変革による日本改造を意図していたの

とも違っていた。

　陸軍は常に慎重であった。そして現実を冷徹に見つめようとしていた。そうした地政

学上の現実主義的姿勢は、後の占領行政における教育政策や宗教政策のように、教育に

よる日本人の精神改造計画などに反映されたが、その一方で、日本との緊密な同盟体制

を確立する基礎になっていったと考えられる。

　かかる事実は、日米同盟の出発点に関する新たな議論の可能性を示唆している。陸軍

の下した結論が、極めて冷静な地政学的な観点からの判断であったことは、ソ連のイデ

オロギー的性格に対処するためとする観点とは、別な次元での、日米同盟に向けた萌芽
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のあったことを教えているからである。

　それは、主として東西冷戦におけるイデオロギー対立の文脈で論じられてきた日米同

盟の性格が、単なる冷戦への対応としてではなく、東アジア地域の地政学的勢力バラン

スの観点から捉えられる性格のものであったことを示している。

　そして、このことは、日米同盟の萌芽が、アジアにおける冷戦の開始以前にあった可

能性をも示唆しているのである。
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